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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の眼内もしくは眼表面の分析対象物の量を検出する検出装置において、眼の虹彩
のパターンを取得する手段を有し、前記検出装置は、眼に装着するレンズ状の形態をした
センサ素子の分析対象物の量に対応した特性変化の検出機能を有し、前記レンズ状のセン
サ素子に形成されたコードの読み取り機能を有することを特徴とする検出装置。
【請求項２】
　前記レンズ状の形態をしたセンサ素子の特性変化検出に際して、眼表面に滴下して用い
る液状の検査試薬を併用することによって、前記特性変化を検出することを特徴とする請
求項１記載の検出装置。
【請求項３】
　前記レンズ状のセンサ素子から読み取ったコードと前記虹彩のパターンの双方を用いて
、前記被検者のＩＤを特定することを特徴とする請求項１あるいは２に記載の検出装置。
【請求項４】
　前記分析対象物の量を検出する際、光学的な特性を検出することを特徴とする請求項１
乃至３のいずれか１項に記載の検出装置。
【請求項５】
　前記光学的な特性を検出する手段が、前記虹彩のパターンを取得する手段と同一の検出
機能によるものであることを特徴とする請求項４記載の検出装置。
【請求項６】
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　被検者の眼内もしくは眼表面の分析対象物の量を検出する検出装置において、眼の虹彩
のパターンを取得する手段を有し、前記虹彩パターンに基づいて、前記被検者である個人
に対応するＩＤを特定し、前記特定したＩＤに対応する個人の情報を用いて、検出装置と
個人の組み合わせにより発生する出力値の個人差を補正する機能を有することを特徴とす
る検出装置。
【請求項７】
　前記分析対象物の量を検出する際、光学的な特性を検出することを特徴とする請求項６
に記載の検出装置。
【請求項８】
　前記光学的な特性を検出する手段が、前記虹彩のパターンを取得する手段と同一の検出
機能によるものであることを特徴とする請求項７記載の検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼内と眼表面の分析対象物の量を検出する検出装置に関する。また、虹彩の
パターンによって、個人と特定するバイオメトリクス装置にも関する。特には、分析対象
物が、疾患を診断するためもしくは、疾患の程度を把握するためのマーカ物質であり、こ
のマーカ物質を非侵襲に検出する診断用検出装置に関する。さらには、投薬等治療機器と
の連動時に、前記虹彩のパターンによって確実に個人データを管理することで検査治療連
携システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、眼内および眼表面の分析対象物を非侵襲に検出する技術は、提案されている
。この代表例としては、例えばマーチによる特許文献１および特許文献２では、角膜を挟
んで光源および受光部を設け、角膜内を通過する際に眼房水中のグルコースによって偏光
面が回転することを利用して、グルコース濃度を検出するものである。
【０００３】
　また、涙液中の分析対象物を非侵襲的に検出する技術が開示されている。この代表例が
アブリュー・マルシオ・マルク・オウレリオ・マーチンによって特許文献３に記載されて
いる。これは、眼表面に接触し、眼表面の房水、涙液中の分析対象物を検出する装置であ
る。
【０００４】
　また、レンズ状のセンサ素子を用いた、眼内、眼表面の分析対象物を検出する技術につ
いては、マーチ　ウェイン　フロントによって、特許文献４にて提案されている。これは
、眼内レンズ、コンタクトレンズ等のレンズに分析対象物に対する、特異的結合物質をレ
ンズに固定しておき、蛍光物質を含んだ競合物質との競合反応により、分析対象物の濃度
を特定するというものである。
【０００５】
　また、虹彩の撮像方法については、多数の提案がある。代表例としては、脇山による特
許文献５に記載されている。これは、被撮像者の片目を外来光から遮断し、撮影用の光源
によって、虹彩もしくは網膜を照明し撮像するというものである。
【特許文献１】米国特許３９５８５６０号明細書
【特許文献２】米国特許４０１４３２１号明細書
【特許文献３】特表２００２－５２８２１２号公報
【特許文献４】特表２００３－５０７７１７号公報
【特許文献５】特開２００３－１６４３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、従来技術では、眼内もしくは眼表面の分析対象物の検出について提案
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されている。しかしながら、眼内もしくは眼表面の分析対象物検出の際に、その検出を実
施している被検査対象者の特定をすることは出来なかった。
【０００７】
　本発明は、分析対象物の検出時に被検査対象者を特定する検出装置を提供するものであ
る。また、分析対象物のデータを被検査対象者と関連付けることができる検出装置を提供
するものである。さらには、被検査対象者別に補正し、より正確な分析対象物データを取
得することができる検出装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　即ち、本発明は、被検者の眼内もしくは眼表面の分析対象物の量を検出する検出装置に
おいて、眼の虹彩のパターンを取得する手段を有し、前記検出装置は、眼に装着するレン
ズ状の形態をしたセンサ素子の分析対象物の量に対応した特性変化の検出機能を有し、前
記レンズ状のセンサ素子に形成されたコードの読み取り機能を有することを特徴とする検
出装置である。
　また、本発明は、被検者の眼内もしくは眼表面の分析対象物の量を検出する検出装置に
おいて、眼の虹彩のパターンを取得する手段を有し、前記虹彩パターンに基づいて、前記
被検者である個人に対応するＩＤを特定し、前記特定したＩＤに対応する個人の情報を用
いて、検出装置と個人の組み合わせにより発生する出力値の個人差を補正する機能を有す
ることを特徴とする検出装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の効果として、眼内および眼表面の分析対象物の測定時とほぼ同時に被検査対象
の個人を特定することができるようになる。このことは、分析対象物が疾病や健康状態を
示すマーカである場合、重要な意味を持ってくる。非侵襲もしくは低侵襲に検査が可能で
ある検出手法を用いる場合、医療機関外で本発明の検出装置が用いられることが予想され
る。このような場合、院内と異なり、被検査対象者を特定することが不可能となり、本発
明の効果が活かされる。これは、検査結果をもとに行われる医師による診断および治療を
考えた場合、必須の事項である。
【００１０】
　この被検査者が確実に特定できることは、個人差によって発生する、被分析対象物の量
の誤差について、検査時に補正可能であることをも意味し、より高精度な計測を実施する
ことが可能となる。
【００１１】
　レンズ状のセンサ素子を用いて、眼内および眼表面の分析対象物を定量する場合の効果
としては、光学的検出を実施する場合を例に取ると、白内障等の理由により、裸眼状態で
の光学特性検出が困難な場合に、眼内レンズ、もしくは、コンタクトレンズ等のレンズ素
子に組み込んだ、センサ素子であれば、検出が可能になることがあげられる。
【００１２】
　レンズ状のセンサ素子を使った場合に、センサ素子上に形成したコードを識別すること
によって、前記個人差同様、製品種別間差や、ロット間差に起因する計測値の誤差の補正
を実施することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明の検出装置は、眼内もしくは眼表面の分析対象物の量を検出する検出装置におい
て、眼の虹彩のパターンを取得する機能を有することを特徴とする。
【００１４】
　前記分析対象物の量を検出する際の検出手段が、光学的な特性の検出による手段である
ことを特徴とする。
　前記光学的な特性の検出の手段が、前記虹彩のパターンを取得する手段と同一の検出機
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能によるものであることを特徴とする。
【００１５】
　前記検出装置は、眼に装着するレンズ状の形態をしたセンサ素子の分析対象物の量に対
応した特性変化の検出機能を有することを特徴とする。
　前記レンズ状の形態をしたセンサ素子の特性変化検出に際して、目薬状の検査試薬を併
用することによって、前記特性変化を検出することを特徴とする。
【００１６】
　前記虹彩パターンに基づいて、検出装置を使用者である個人に対応するＩＤを特定する
ことを特徴とする。
　前記個人に対応するＩＤを特定する際に、検出装置内に保管された個人の虹彩パターン
もしくは虹彩パターンをもとに生成したデータを参照してＩＤを特定することを特徴とす
る。
【００１７】
　前記個人に対応するＩＤを特定する際に、検出装置とネットワーク接続された外部コン
ピュータに保管された個人の虹彩パターンもしくは虹彩パターンをもとに生成したデータ
を参照してＩＤを特定することを特徴とする。
【００１８】
　前記特定したＩＤに対応する個人の情報を用いて、検出装置と個人の組み合わせにより
発生する出力値の個人差を補正する機能を有することを特徴とする。
　検出した分析対象物の量を前記の特定したＩＤごとに計測を実施した時刻データととも
に履歴管理する機能を有することを特徴とする。
【００１９】
　前記履歴管理するデータを計測装置本体ではなく、通信手段によって計測装置外の計算
機に転送し、計算機内に管理することを特徴とする。
　前記レンズ状のセンサ素子に形成されたコードの読み取り機能を有することを特徴とす
る。
【００２０】
　前記レンズ状のセンサ素子から読み取ったコードと前記虹彩のパターンの双方を用いて
、前記使用者個人を示すＩＤを特定することを特徴とする。
　前記レンズ状のセンサ素子から読み取ったコードから製品番号および／又は製品ロット
番号を求める手段と、製品別および／又はロット別で発生する出力値の製品差および／又
はロット差を補正する手段を有することを特徴とする。
【００２１】
　次に、本発明の検出装置を実現する際の最良の形態を図１を用いて説明する。
　図１は、本発明の検出装置を使用している模様を横から見た断面図である。最良の構成
としては、１０９に示される、レンズ状のセンサ素子を用いた検出方法を示している。こ
こでは、コンタクトレンズを用いたセンサ素子を図示しているが、眼内レンズを用いたも
のでも構わない。このレンズ状のセンサ素子内の一部領域に１１０に示される分析対象物
を捕捉するセンサ部を持たせておく。このセンサ部の光学的な特性の変化を図示してある
検出装置によって観察し、分析対象物の量を求める。ここでこのセンサ部であるが、視機
能に影響がないようにレンズ周辺部に設置することが望ましい。
【００２２】
　この形態については、図３に示されるレンズ状センサ素子部に示している。図３の２０
３に示している箇所が、センサ部となるが、コンタクトレンズを用いている性格上、瞼お
よび睫毛の影にセンサ素子が隠れることが考えられるため、センサ素子部は、レンズ周辺
部の複数箇所に設置することが望ましい。
【００２３】
　センサ部の基材に対して、対象物質を選択的に捕捉する分子を固定化しておく。ここで
、基材は、上記捕捉分子をレンズ表面にのみ固定しておく場合には、特に材質の制約はな
く、捕捉分子を共有結合可能な素材であれば構わない。ただし、センサ素子という性質上
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、単位投影面積あたりの捕捉分子の固定数が多いことが優位であるため、孔を持った重合
体を用いることが望ましい。この際の素材としては、ポリエチレングリコールヒドロゲル
や、ネルフィルコンＡ等のものが挙げられる。
【００２４】
　また、捕捉分子と検出対象物質の組み合わせについては、下記のようなものを用いるこ
とができる。グルコースを検出対象物質とする場合、捕捉分子にコンカナバリンＡを用い
ることが望ましい。また、タンパク、糖鎖等、抗原性を有する物質を検出対象物質とする
場合、抗体を用いることが望ましい。またこのセンサ部での検出に際しては、グルコース
とコンカナバリンＡを検出対象物、捕捉分子の組み合わせとする場合、グルコースと競合
的にコンカナバリンＡと結合する蛍光色素である、フルオロセインデキストランを目薬状
の試薬としてレンズ状センサ素子上に滴下する。涙液中のグルコースと試薬中のフルオロ
セインデキストランの競合反応はセンサ部に固定されるフルオロセインデキストランの量
を、フルオロセインデキストランの蛍光励起波長の照明光を照射し、センサ素子部の蛍光
光量によって定量する。
【００２５】
　また、上記光学的特性の変化を観察する光学系を兼用し、１１１に示す被検査対象者の
虹彩のパターンを取得する。光学系を用いて、１１１に示した虹彩のパターンを取得する
。
【００２６】
　以下に光学系の構成を説明する。１０１に示しているのは、本発明の検出装置光学系を
保持する鏡筒である。１０２は、撮像素子に入射する光量を制御するための絞り機構であ
る。１０３は、センサ素子上のセンサ部および虹彩の画像を結像させるためのレンズであ
る。１０４は、１０５の撮像素子を保持する、筐体となっている。１０６は、結像のため
のレンズを保護するための保護ガラスとなっている。１０７は、センサ部および虹彩の撮
像の際に用いる照明用の光源である。この光源は望ましくは、複数の波長の照明光を照射
可能であることが望ましい。この複数波長の照明光は、具体例で述べると、前述したフル
オロセインデキストランの蛍光光量を取得する際には、フルオロセインデキストランの蛍
光励起波長である４９５ｎｍを中心とする照明光を照射することが望ましい。また、虹彩
パターンを取得する際には、近赤外光を照射することが望ましい。
【００２７】
　１０８は１０７の照明光によってのみ、センサ部および虹彩部の撮像を実施するために
外乱光を防ぐための遮光性のアイカップとなっている。また、図示はしていないが、１０
３の結像用のレンズは、１１０のセンサ部の撮像と１１１の虹彩の撮像時にそれぞれ合焦
に最適な位置にレンズ群を移動可能に構成する。
【００２８】
　以下に本発明の好ましい実施態様を示す。
　第一に、被検査対象者の眼内もしくは、眼表面の分析対象物の量を検出する手段と、被
検査対象者の虹彩のパターンを撮像する手段とを備えた検出装置を提供する。
　第二に、前記分析対象物の量の検出の際に、被検査対象者の眼内もしくは表面に設置し
た、レンズに組みこんだセンサ素子の特性変化を検出する検出装置を提供する。
　第三に、前記レンズに組み込んだセンサ素子の特性変化の検出時に、眼表面に滴下して
用いる、目薬状の検査試薬を用いて、この試薬とセンサ素子の相互作用によって特性変化
を検出する検出装置を提供する。
【００２９】
　第四に、前記被検査対象者の虹彩パターンの撮像データより、被検査対象者の個人に対
応したＩＤを取得する機能を有した検出装置を提供する。
　第五に、前記個人に対応したＩＤを取得する際に検出装置とネットワークによって接続
された、外部計算機に保管された個人の虹彩パターンもしくは、虹彩パターンをもとに生
成したデータを参照して、個人に対応したＩＤを特定する機能を有した検出装置を提供す
る。
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【００３０】
　第六に、分析対象物の実際の量と検出装置の出力値が個人差の影響によって差違を持っ
ている場合、この個人差を補正する機能を持った検出装置を提供する。
　第七に、前記取得した被検査対象者の個人に対応したＩＤと分析対象物質の量をもとに
、個人別のＩＤ毎に分析対象物の量を履歴管理する機能を有した検出装置を提供する。
　第八に、前記レンズ状のセンサ素子状にコードを形成しておき、このコードを読み取る
機能を有した検出装置と上記コードを形成したセンサ素子を提供する。
【実施例】
【００３１】
　本発明の詳細を以下、実施例を用いて説明する。なお、本発明は、以下実施例の内容に
限定されるものではない。
　実施例１
　実施例１として、本発明の検出装置について図を用いて説明する。
　図１は、本実施例の検出装置の使用時の断面図である。以下に検出装置の図を説明する
。１０１は、本検出装置の光学系を支える鏡筒である。１０２は撮像素子に入射する光量
を制御する絞りである。１０３は結像のためのレンズ、１０４は１０５の撮像素子を保持
する筐体である。１０６は１０３の結像用のレンズを保護する保護ガラスである。１０７
は撮像時に用いる照明光源である。１０８は外乱光を防ぐための遮光性のアイカップであ
る。被検査者側については、１１０は、本検出装置が用いるコンタクトレンズ状のセンサ
素子である。１１１は被検査者の虹彩であり、１１２は水晶体を示している。
【００３２】
　また、１１０のセンサ素子の正面図を図３に示す。２０１はコンタクトレンズ状のセン
サ素子を示す。２０２は、センサ素子の個体識別、製品識別、使用者等を識別するために
刻印されているコード部である。ここでは、コードを２次元ＱＲコードで刻印してあるが
、これに限定されるものではない。さらに、本箇所に刻印するコードは、可視光で検出可
能な刻印方法でも構わないし、非可視光でのみ検出可能な刻印方法でも構わない。図上で
は、光学的に検出可能なコードを用いているが、電磁波にて識別可能なマイクロチップを
埋め込みこのチップで識別を実施しても構わない。
【００３３】
　また、２０３は、実際に検出対象物質を検出するセンサ部である。図３においては、コ
ード部、センサ部ともにレンズ外周部に５点設けてあるが、この数については、瞼、睫毛
の影による影響がない数・配置であれば、特に制約はない。
【００３４】
　また、図４に本実施例の検出装置のブロック図を示す。３０１は全体の制御を司る中央
演算装置である。３０２は、外部のコンピュータ等との通信を担う通信装置である。３０
３は、検出結果等の表示を行うための表示出力装置である。３０４は、実際の撮像を行う
撮像ユニットである。３０５は焦点位置を調整するための駆動ユニットである。３０６は
撮像素子に入射する光量を制御するための絞り駆動ユニットである。３０７は検出装置の
動作に必要な情報を保管・管理するための記憶ユニットであり、内部には３０８の製品ロ
ットデータ、３０９の虹彩コードデータ、３１０の検査履歴データ、３１１の個人差補正
データを含んでいる。
【００３５】
　以下に本実施例の処理フローを説明する。本実施例では、事前に被検査対象者が目薬状
の試薬をレンズ状センサ素子上に滴下した上で検出処理を実施する。目薬状の試薬は、セ
ンサ素子上に捕捉された検出対象物質と競合的に反応する蛍光物質を用いる。眼上の涙液
中の検出対象物質の濃度によって、センサ素子上に固定される量が変わる。
【００３６】
　以下に処理フローを図７Ａおよび図７Ｂを用いて説明する。検出装置上に用意された、
検出開始ボタンを押下すると、５０１で検出処理が開始される。続いて、５０２にて、図
３の２０２に図示した、レンズ上のコードを撮像するのに好ましい波長にて照明する。続
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いて、５０３にて、レンズ上のコード撮像位置にフォーカス調整を実施する。駆動にあた
っては、図４の３０５を動作させる。この際に既定の位置に駆動しても良いが、図１の１
０５に示した撮像素子の出力画像のコントラストによって、最適な位置に駆動しても良い
。５０４にて最適な光量となるように、図１の１０２の絞りを駆動する。駆動にあたって
は、図４の絞り駆動ユニット３０６を動作させる。上記同様に、絞り位置についても既定
の位置に駆動しても良いが、図１の１０５の撮像素子のコード部の出力画像の明暗によっ
て最適な位置に駆動しても良い。５０５にて、実際のコードの撮像を実施する。この際に
図１の１０５、図４では、３０４にあたる撮像素子撮像データを取り出す。
【００３７】
　続いて、５０６にて、画像処理を実施し、コード部を切り出す。さらに、コード部が正
立するように、画像の回転処理を加える。加工した画像をもとに、５０７にてコードを読
み出す。読み出したコードより、コード内に記載されている個人識別用コード部と製品お
よびロットを示すコードそれぞれを抽出する。５０９にて、照明を虹彩の撮像に適した波
長に切り替える。５１０にて虹彩撮像位置にフォーカス調整を実施する。この際に既定の
位置に駆動しても良いし、図１の１０５の撮像素子の出力画像のコントラストによって、
最適な位置に駆動してもよい。５１１にて、最適な光量になるように絞りを駆動する。こ
こも同様に、既定の位置に駆動しても良いし、図１の１０５の撮像素子の出力画像の明暗
によって、最適な位置に駆動しても良い。５１２によって、虹彩の撮像を実施する。５１
３にて、撮像したデータから、有効な虹彩部分を切り出す。ここでの有効な虹彩部分とは
、強膜と角膜の境界と瞳孔によって挟まれた部分とする。
【００３８】
　５１４にて、切り出した有効な虹彩部分を、虹彩の中心からの極座標系にて、濃淡デー
タをコード化する。５１５にて、検出器本体内の図４の３０９にあらかじめ管理されてい
る１人以上の個人のコード化された虹彩コードデータ群を、５０８で抽出した個人識別用
コードによって検索し、個人識別コードに対応した虹彩コードデータを取得する。ここで
、対応した虹彩コードデータが取得できない場合は、処理を強制的に終了する。
【００３９】
　この取得した虹彩コードデータと、５１４にてコード化したデータを比較し、認証処理
する。あらかじめ取得した個人のコード中の１つのコードとの比較によって同一人物であ
ることが確認された場合、その個人別に対応するＩＤを検出対象人物のＩＤとして用いる
。ここでは図示していないが、虹彩データの認証によって、該当の個人と見なされない場
合、処理を強制的に終了する。
【００４０】
　５１６でセンサ部撮像用の波長に照明を切り替える。５１７でセンサ撮像位置にフォー
カスを調整する。ここでのフォーカスについても上記同様に、既定の位置に駆動しても構
わないし、撮像素子出力の画像コントラストをもとに最適位置に駆動しても構わない。５
１８で最適な最適な光量となるように図１の１０２の絞りを駆動する。ここでの光量値に
ついては、５１６で照明している光によって、励起された目薬状の試薬による蛍光の光量
を示している。よって、この光量によって検出対象物質の量を定量するため、上記の絞り
駆動とは異なり、既定位置に絞り駆動を実施することが望ましい。
【００４１】
　５１９で、撮像を実施する。５２０にて、取得した画像より、センサ部の画像を切り出
す。５２１の処理によって、センサ部の画像を積算する。５２２にて、５１５で取得した
個人のＩＤをもとに、図４の３１１の個人差補正データを検索し、対応する個人ＩＤの補
正データを取得する。５２３にて、５０８で取得した、製品ロットコードで図４の３０８
の製品ロットデータを検索し、製品、ロット間による誤差データを取得する。なお、図４
の３０８の製品、ロット間の誤差データは、あらかじめ、検出装置内に保管しておくもの
とする。このデータは、レンズ状のセンサデバイス提供時に同時に提供されることが望ま
しい。
【００４２】
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　５２４によって、５２２、５２３で取得した個人差データおよび、製品ロット間の誤差
データを元に出力値を補正する。以上にて、検出対象物の量を特定できる。この後、図４
の３０３の表示出力装置に検出結果の表示を行う。また、同時に、３１０の検査履歴デー
タに検出結果の保管を行う。この保管時にデータを履歴管理するために、検出を実施した
日時と個人に対応するＩＤとともに保管する。
【００４３】
　実施例２
　実施例２として、本発明の検出装置について図２を用いて説明する。図２は、本実施例
の検出装置の使用時の断面図である。以下に検出装置の図の説明を実施する。１０１は、
本検出装置の光学系を支える鏡筒である。１０２は、撮像素子に入射する光量を制御する
絞りである。１０３は、結像のためのレンズ、１０４は、１０５の撮像素子を保持する筐
体である。１０６は１０３の結像用のレンズを保護する保護ガラスである。１０７は、撮
像時に用いる照明光源である。１１３は、被検査対象者の涙液中の検出対象物質の量を検
出するための電極プローブである。この電極プローブは、被検出対象物が、グルコースで
ある場合、グルコースオキシダーゼやグルコースデヒドロゲナーゼを用いた酵素電極を用
いることが望ましい。
【００４４】
　１０８は、外乱光を防ぐための遮光性のアイカップである。被検査者側については、１
１１は、被検査者の虹彩であり、１１２は水晶体を示す。
　また、図５に本実施例の検出装置のブロック図を示す。３０１は全体の制御を司る中央
演算装置である。３０２は、外部のコンピュータ等との通信を担う通信装置である。３０
３は、検出結果等の表示を行うための表示出力装置である。３０４は、実際の撮像を行う
撮像ユニットである。３０５は、焦点位置を調整するための駆動ユニットである。３０６
は、撮像素子に入射する光量を制御するための絞り駆動ユニットである。３１２は、電極
プローブを駆動するためのユニットである。３１３は、電極プローブの信号を検出する検
出ユニットである。３０７は、検出装置の動作に必要な情報を保管・管理するための記憶
ユニットであり、内部には、３０８の製品ロットデータ、３０９の虹彩コードデータ、３
１０の検査履歴データ、３１１の個人差補正データを含んでいる。
【００４５】
　以下に処理フローを図８を用いて説明する。検出装置上に用意された、検出開始ボタン
を押下すると、６０１で検出処理が開始される。続いて、６０２にて、照明を虹彩の撮像
に適した波長に切り替える。６０３にて虹彩撮像位置にフォーカス調整を実施する。この
際に既定の位置に駆動しても良いし、図２の１０５の撮像素子の出力画像のコントラスト
によって、最適な位置に駆動してもよい。６０４にて、最適な光量になるように絞りを駆
動する。ここも同様に、既定の位置に駆動しても良いし、図１の１０５に示す、撮像素子
の出力画像の明暗によって、最適な位置に駆動しても良い。６０５によって、虹彩の撮像
を実施する。６０６にて、撮像したデータから、有効な虹彩部分を切り出す。ここでの有
効な虹彩部分とは、強膜と角膜の境界と瞳孔によって挟まれた部分とする。６０７にて、
切り出した有効な虹彩部分を、虹彩の中心からの極座標系にて、濃淡データをコード化す
る。６０８にて、検出器本体内の図５の３０９にあらかじめ管理している１人以上の個人
のコード化された虹彩データと６０７にてコード化したデータを比較し、認証処理する。
【００４６】
　あらかじめ取得した個人のコード中の１つのコードとの比較によって同一人物であるこ
とが確認された場合、その個人別に対応するＩＤを検出対象人物のＩＤとして用いる。こ
こでは図示していないが、虹彩データの認証によって、一人も該当の個人が見つからない
場合、処理を強制的に終了する。なお、処理の強制終了としているが、再度、虹彩データ
の取得し、再認証する処理にしても構わない。
【００４７】
　６０９にて、図２の１１３のプローブ電極を被検出対象者の眼表面に接触させる。この
際、図５の３１２に駆動指令することによって実施する。６１０にて、プローブ電極に発
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生する電流値を検出し、この電流値を元に対象物質量を求める。６１２にて、６０８で取
得した個人のＩＤをもとに、図５の３１１の個人差補正データを検索し、対応する個人Ｉ
Ｄの補正データを取得し、この補正データを元に、６１０で求めた対象物質量を補正する
。
【００４８】
　以上にて、検出対象物の量を特定できる。この後、図５の３０３の表示出力装置に検出
結果の表示を行う。また、同時に、３１０の検査履歴データに検出結果の保管を行う。こ
の保管時にデータを履歴管理するために、検出を実施した日時と個人に対応するＩＤとと
もに保管する。
【００４９】
　実施例３
　実施例３として、実施例１の検出装置をネットワーク接続して使用する例を示す。検出
装置の断面図は実施例１と同様で、図１となる。
　検出装置のブロック図は、図４となる。ネットワーク接続した際の構成図は、図６とな
る。ここでは、図１、図４の説明は、実施例１で説明済みであるため省略する。以下に図
６の構成の説明を行う。４０１は、本実施例で用いる検出装置である。４０２は、被検出
対象者の眼球である。４０３は、通信に用いるネットワーク網である。図６では、検出装
置が直接ネットワーク網に繋がっているが、検出装置が電話回線等を経由してネットワー
ク網に繋がっていても構わない。４０４は、製品間やロット間での誤差データを管理する
４０８の製品ロットデータベースを持った管理サーバである。４０５は、個人別の虹彩を
コード化したデータを管理している４０９の虹彩コードデータベースを持った認証サーバ
である。４０８は、検出装置により検査されたデータを個人別に履歴管理する４１０の検
査データ履歴データベースを持った管理サーバである。４０７は、個人差が検出結果に与
える誤差を管理している、４１１の個人差補正データベースを持っている。以下に処理フ
ローを説明する。実施例１と同様にあらかじめ被検出対象者は、目薬状の試薬を既定量レ
ンズ状のセンサ上に滴下する。
【００５０】
　図９Ａおよび図９Ｂを用いて処理フローを説明する。検出装置上に用意された、検出開
始ボタンを押下すると、７０１で検出処理が開始される。続いて、７０２にて、図３の２
０２に図示した、レンズ上のコードを撮像するのに好ましい波長にて照明する。続いて、
７０３にて、レンズ上のコード撮像位置にフォーカス調整を実施する。駆動にあたっては
、図４の３０５を動作させる。この際に既定の位置に駆動しても良いが、図１の１０５に
示した撮像素子の出力画像のコントラストによって、最適な位置に駆動しても良い。７０
４にて最適な光量となるように、図１の１０２の絞りを駆動する。駆動にあたっては、図
４の３０６を動作させる。上記同様に、絞り位置についても既定の位置に駆動しても良い
が、図１の１０５の撮像素子のコード部の出力画像の明暗によって最適な位置に駆動して
も良い。７０５にて、実際のコードの撮像を実施する。この際に図１の１０５、図４では
、３０４にあたる撮像素子撮像データを取り出す。
【００５１】
　続いて、７０６にて、画像処理を実施し、コード部を切り出す。さらに、コード部が正
立するように、画像の回転処理を加える。加工した画像をもとに、７０７にてコードを読
み出す。読み出したコードより、コード内に記載されている個人識別用コード部と製品お
よびロットを示すコードそれぞれを抽出する。７０９にて、照明を虹彩の撮像に適した波
長に切り替える。７１０にて虹彩撮像位置にフォーカス調整を実施する。この際に既定の
位置に駆動しても良いし、図１の１０５の撮像素子の出力画像のコントラストによって、
最適な位置に駆動してもよい。５１１にて、最適な光量になるように絞りを駆動する。こ
こも同様に、既定の位置に駆動しても良いし、図１の１０５の撮像素子の出力画像の明暗
によって、最適な位置に駆動しても良い。７１２によって、虹彩の撮像を実施する。
【００５２】
　７１３にて、撮像したデータから、有効な虹彩部分を切り出す。ここでの有効な虹彩部
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分とは、強膜と角膜の境界と瞳孔によって挟まれた部分とする。７１４にて、切り出した
有効な虹彩部分を、虹彩の中心からの極座標系にて、濃淡データをコード化する。７１５
にて、７１４で求めたコード化した虹彩データと、７０８で取得した個人識別用コードを
図４の３０２の通信装置を用いて、ネットワーク上にある、図６の４０５に示している認
証サーバに送信する。この際に、データを暗号化し、秘匿性を保つことが望ましい。虹彩
データと個人識別コードを受信した認証サーバでは、図６の４０９の虹彩コードデータベ
ースに保持している虹彩データを、受信した個人識別コードで検索し、取得する。取得し
た虹彩データと受信した虹彩コードを比較認証し、認証結果を求める。求めた認証結果を
、検出装置に返信する。この際、虹彩コードデータベースに対象個人のデータが存在しな
い場合には、認証結果を不一致として検出装置に返信する。
【００５３】
　認証結果を受信した検出装置では、認証結果が一致であった場合、個人識別用コードを
検出対象人物のＩＤとして用いる。ここでは図示していないが、認証結果が不一致であっ
た場合、処理を強制的に終了する。なお、本実施例では、認証作業を認証サーバで実施し
ているが、検出装置上で実施しても構わない。
【００５４】
　７１６でセンサ部撮像用の波長に照明を切り替える。７１７でセンサ撮像位置にフォー
カスを調整する。ここでのフォーカスについても上記同様に、既定の位置に駆動しても構
わないし、撮像素子出力の画像コントラストをもとに最適位置に駆動しても構わない。７
１８で最適な最適な光量となるように図１の１０２の絞りを駆動する。ここでの光量値に
ついては、７１６で照明している光によって、励起された目薬状の試薬による蛍光の光量
を示している。よって、この光量によって検出対象物質の量を定量するため、上記の絞り
駆動とは異なり、既定位置に絞り駆動を実施することが望ましい。７１９で、撮像を実施
する。７２０にて、取得した画像より、センサ部の画像を切り出す。７２１の処理によっ
て、センサ部の画像を積算する。７２２にて、７１５で取得した個人のＩＤをもとに、図
６の４０７の個人差管理サーバに検索依頼し、個人差による補正データを取得する。個人
差管理サーバでは、図６の４１１の個人差補正データベースを検索し、個人差補正データ
を検出装置に返信する。
【００５５】
　７２３にて、７０８で取得した、製品ロットコードで、図６の４０４に示されるネット
ワーク上の製品ロット管理サーバに検索依頼を行う。製品ロット管理サーバでは、図６の
４０８の製品ロットデータベースを検索し、製品およびロット別の誤差データを取得し、
検出装置に返信する。
【００５６】
　上記、製品ロットデータベースは、レンズ状センサ素子の製造メーカもしくは、販売会
社によって、製造データを元に更新することが望ましい。
　７２４によって、７２２、７２３で取得した個人差データおよび、製品ロット間の誤差
データを元に出力値を補正する。以上にて、検出対象物の量を特定できる。この後、図４
の３０３の表示出力装置に検出結果の表示を行う。また、同時に、図６の４０６に図示し
ている、ネットワーク上の検査履歴管理サーバに、検出を実施した日時と個人に対応する
ＩＤと検出結果を送信する。検査履歴管理サーバでは、受信した個人のＩＤと検出日時と
検出結果を検査履歴データベースに保管する。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明の検出装置は、分析対象物の検出時に被検査対象者を特定し、分析対象物のデー
タを被検査対象者と関連付けることができ、さらに被検査対象者別に補正し、より正確な
分析対象物データを取得することができるので、慢性病患者の病態モニタリング、検出デ
ータとその値による投薬量制御を連携させるシステム等に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
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【図１】本発明の実施例１、３の検出装置の断面図である。
【図２】本発明の実施例２の検出装置の断面図である。
【図３】本発明の実施例１，３のレンズ状センサ素子の正面図である。
【図４】本発明の実施例１，３の検出装置のブロック図である。
【図５】本発明の実施例２の検出装置のブロック図である。
【図６】本発明の実施例３の構成図である。
【図７Ａ】本発明の実施例１の処理フローチャートである。
【図７Ｂ】本発明の実施例１の処理フローチャートである。
【図８】本発明の実施例２の処理フローチャートである。
【図９Ａ】本発明の実施例３の処理フローチャートである。
【図９Ｂ】本発明の実施例３の処理フローチャートである。
【符号の説明】
【００５９】
　１０１　検出装置レンズ鏡筒
　１０２　検出装置絞り
　１０３　検出装置結像用レンズ
　１０４　検出装置筐体
　１０５　検出装置撮像素子
　１０６　検出装置レンズ保護ガラス
　１０７　検出装置照明ユニット
　１０８　検出装置アイカップ
　１０９　レンズ型センサ素子
　１１０　センサ素子センサ部
　１１１　被験者虹彩
　１１２　被験者水晶体
　１１３　電気化学検出用プローブ
　２０１　レンズ型センサ素子
　２０２　レンズ型センサ素子上コード
　２０３　レンズ型センサ素子上センサ部位
　３０１　中央演算装置
　３０２　通信装置
　３０３　表示出力装置
　３０４　撮像ユニット
　３０５　合焦用駆動ユニット
　３０６　絞り駆動ユニット
　３０７　記憶ユニット
　３０８　製品ロットデータ
　３０９　虹彩コードデータ
　３１０　検査履歴データ
　３１１　個人差補正データ
　３１２　電極プローブ駆動ユニット
　３１３　電極プローブ検出ユニット
　４０１　検出装置
　４０２　被検査者眼
　４０３　通信網
　４０４　製品ロット管理サーバ
　４０５　虹彩認証サーバ
　４０６　検査履歴管理サーバ
　４０７　個人差管理サーバ
　４０８　センサ素子製品およびロットデータベース
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　４０９　虹彩コードデータベース
　４１０　検査データ履歴データベース
　４１１　個人差補正データベース
　５０１～５２５　図７に示したフローチャートの各ステップの処理
　６０１～６１３　図８に示したフローチャートの各ステップの処理
　７０１～７２５　図９に示したフローチャートの各ステップの処理

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図８】 【図９Ａ】
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【図９Ｂ】
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